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要旨：本稿は障害者の教育的支援のひとつとして，高等教育機関における障害のある学生に対す

る支援（障害学生支援）に注目し，課題を把握するため，中部地区の高等教育機関を対象に実態

調査を実施し，その結果について分析および考察を行ったものである。また分析結果から，高等

教育機関の多くでは障害学生支援のニーズが把握される一方でそれが必ずしも支援対応につながっ

ていないこと、さらに教職員間および学校間にみられる意識・理解の差が支援の展開を阻む要因

となっていることを指摘した。

キーワード：障害学生支援，特別支援教育，インクルーシブ教育

１．調査の概要

3 本調査は，アクセシブルおよびインクルー

シブな高等教育の実現にむけた障害学生支援

の課題を把握することを目的とする。そして

その整備について，構造的・法則的なものと

してとらえるために，図１のような柱と枠組

みを設け，相互の関連を考えて項目を設定し

た。特に障害学生支援の現状を中心に据えて，

障害のある学生に対する支援・設備，および

教職員やその他学生の理解や意識，それを支

える条件等についてとらえるために，設問と

回答項目を工夫した。
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図１ 障害学生支援の現状をとらえる基本的な柱
と枠組み（調査項目）

１．名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士後期課程



２．調査方法と回収状況

本調査の対象は，中部地区７県２に所在する126の高等教育機関（大学および短期大学）とし３，

回答者として各校には障害学生からの相談を受け付ける「障害学生支援担当者」を指定した。調

査の依頼は，2012（平成24）年5月28日に行い，回答の締め切りは2012（平成24）年6月22日とし

た４。一部，締め切りを過ぎての回答もみられたため，6月末日までに送付された回答をすべて分

析の対象とした。126校のうち調査票を送付できたのは107校，回収できた総数は27校（１校は一

部のみ回答）であった。よって有効調査票としての回収率は25％という結果になった。

調査項目の回答方法は多肢選択を中心とし，一部自由記述の回答欄を設けた。また分析に用い

る集計は，基本的な問題をより明確にするため，調査の枠組みに沿って，それぞれ関連のある項

目について分析できるよう，クロス集計を中心に行った。

３．回答校の基本的な特徴

3－1．回答校の整理

図２および図３は，本調査に協力していただいた回答校につい

て，それぞれ在籍学生数による学校規模別および国公私立別に整

理・区分したものである。

学校規模の区分については，2009（平成21）年に日本私立大学

団体連合会の行った「学士課程教育の『質の向上』に関わるアン

ケート」５の規模区分に倣い，在籍学生数が299人までを超小規模

校，300～599人を小規模校，600～1499人を中規模校，1500人以

上を大規模校として設定した。なお，回収できたサンプル数が少

ないため，以降の内容では超小規模校・小規模校を併せて「小規

模」，中規模校・大規模校を併せて「大規模」としてカウントし，

２規模の区分による分析を行った。
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図２ 回答校の学校規模比率

図３ 回答校の国公私立比率

２．愛知県，岐阜県，三重県，静岡県，富山県，石川県，福井県
３．本調査は各校の現状および問題意識についてのデータを収集することを目的としており，個人を対象と

するものではないため，倫理委員会等の対象にはならない。
４．調査の依頼および回収はＥメールによって行った。
５． 日本私立大学団体連合会「私立大学における教育の質向上～わが国を支える多様な人材育成のために

～」(報告書)所収。中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて(答申)」および「教育振興基本計画に
ついて(答申)」において、「教育の質向上」が重点課題とされたことを受けて、日本私立大学団体連合会
を構成する3団体(日本私立大学連盟、日本私立大学協会、日本私立大学振興協会)の加盟大学を対象に実
施したアンケート調査。
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みられなかった（p＞0.05）。このことから，「気づき事例」の把握状況について，学校規模，障

害学生の在籍有無，障害学生支援の対応可否，理解啓発活動実施経験の有無によって，その傾向

に差はみられないと考えられる。

4－4．障害学生支援に関する理解啓発活動の実施状況

表11，表12，表13は，障害学生支援に関する理解啓発活動の取り組み状況について，それぞれ

学校規模別，障害学生の在籍有無別，障害学生支援の対応可否別に整理したものである。全体と

しては57.7％の学校で障害学生支援に関する理解啓

発活動の実施経験を有していることが明らかになっ

た。一方で，学校規模別，障害学生の在籍有無別，

障害学生支援の対応可否別では，それぞれの項目間

に連関性として５％水準での有意差はみられなかっ

た。このことから，理解啓発活動の取り組み傾向に

ついて，それぞれの項目による差はみられないと考

えられる。
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表11 学校規模別にみた理解啓発活動有無

表９ 支援対応可否別にみた気づき事例有無 表10 理解啓発活動有無別にみた気づき事例有無

表12 在籍有無別にみた理解啓発活動有無 表13 対応可否別にみた理解啓発活動有無



4－5．障害学生支援全体の現状について

表14は，障害学生支援への

対応が「可能」と回答した学

校について，学校規模別に支

援全体の現状を整理したもの

である。表５において，大規

模校は，支援対応が可能な傾

向にあることが明らかになっ

たことから，ここでは具体的

な支援全体の現状においても

同様に，学校規模による違いがみられるかについて注目した。（以下，表15，表16，表17，表18

についても，同様の理由から学校規模別による分析を行った。）

まず全体としては，支援対応の可能なすべての学校において，「障害学生個人に応じてケース

バイケースでの個別対応をとっている」（100.0％）ことがわかった。次いで「キャンパス内のバ

リアフリーチェックの実施および施設・設備の改良を進めている」（47.6％）という項目につい

ての回答比率が高かった。

一方で，各項目間における連関性として5％水準での有意差はいずれの項目についてもみられ

なかった（ｐ＞0.05）。したがって，障害学生支援全体の現状については，学校規模を問わず同

様の傾向にあると考えられる。

4－6．入学前の特別な支援・配慮について

表15－1は，障害学生支援への対応が「可能」と回答した学校について，学校規模別に「入学

前の特別な支援・配慮」への対応の可否を整理したものである。全体としては，「合格した障害

学生の情報についての関係部署における共有および引き継ぎ」（90.5％）について対応可能とす
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表14 学校規模別にみた支援全体の現状

表15－1 学校規模別にみた入学前の特別な支援配慮



る回答が最も多かった。次いで「受験前の相談内容についての関係部署との情報共有」（86.7％），

「合格した障害学生との必要な支援に関する話し合い機会の設置」（81.0％）という回答比率が高

かった。この結果から，障害学生支援について対応可能とする学校全体では，入学前の特別な支

援・配慮として，具体的には障害学生に関する情報共有を中心に取り組まれていると考えられる。

また各項目間における連関性として，「学生募集要項における実施している特別措置や問い合

わせ窓口の記載」（p＝0.048＜0.05），「入学試験における試験開始の合図や連絡に関する配慮」

（p＝0.045＜0.05）の2項目についてのみ，5％水準での有意差がみられた（表15－2、表15－3）。

さらに残差分析および百分率での比較から，両項目について「対応可能」と回答したのは，大規

模校において有意に多いことがわかった。

4－7．定期試験時の特別な支援・配慮について

表16は，障害学生支援への

対応が「可能」と回答した学

校について，学校規模別に

「定期試験時の特別な支援・

配慮」への対応の可否を整理

したものである。全体として

は，「別室受験に関する配慮」

（38.1％）について対応可能とする回答が最も多かった。次いで「試験時間延長に関する配慮」

（28.6％），「試験開始の合図や連絡等に関する配慮」（28.6％），「問題用紙・解答用紙に関する配

慮」（28.6％）という回答比率が高かった。

特に注目すべき結果として，「試験時の対応」として表３－15と同様の項目内容であっても，

入学試験時に対応可能であったものが，入学後の定期試験時には対応不可能となるものがいくつ

かみられた。これは定期試験における担当教員の裁量に関して，教職員の理解啓発の点から検討

すべき課題を示す結果であると考える。
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表16 学校規模別にみた定期試験時の特別な支援・配慮

表15－2 学生募集要項における実施している
特別措置や問い合わせ窓口の記載

表15－3 入学試験における試験開始の合図や
連絡に関する配慮
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ワークと協働した就労支援の実施」（61.9％），さらに「在学中のアルバイトに関する相談サポー

ト」（33.3％）について対応可能とする回答が多かった。これらは一般の進路指導に準じた対応

である。

また各項目間における連関性として，「在学中のアル

バイトに関する相談サポート」（p＝0.025＜0.05）につ

いてのみ5％水準での有意差がみられた（表18－2）。こ

れについて残差分析および百分率での比較を行ったとこ

ろ，「在学中のアルバイトに関する相談サポート」につ

いて対応可能と回答したのは，小規模校において有意に

多いことが明らかとなった。一方で，その他の項目につ

いては，その対応状況に学校規模による差はないと考え

られる。

4－10．発達障害の「気づき」について

表19は，学生に発達障害が

疑われた「気づき事例」につ

いて，「気づきの場」として，

どこで教職員が障害の疑いに

気づくに至ったのか，学校規

模別に整理したものである。

全体としては「授業の担当

教員」（60.0％），次に「所属ゼミナールの担当教員」（50.0％）という順に回答比率が高かった。

また連関性として，各項目間における５％水準での有意差は，いずれの項目についてもみられ

なかった（p＞0.05）。この結果から，学校規模を問わず，授業等で学生に直接接する機会の多い

教員による「気づき」が多いということが指摘できる。

4－11．障害学生支援に関する理解啓発活動について

表20は，障害学生支援に関する理解啓発活動の実施経験を有する学校について，学校規模別に

実施された活動内容を整理したものである。全体では，「学内における教職員向けの各種講演・

研修の実施」（86.7％），次に「学外における各種講演・研修等への教職員の派遣」（46.7％）と

いう順に回答比率が高かった。

また連関性として，各項目間における5％水準での有意差は，いずれの項目についてもみられ

なかった（p＞0.05）。この結果から，表11について，学校規模による理解啓発活動の実施経験の
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表18－2 在学中のアルバイトに関す
る相談サポート

表19 学校規模別にみた「気づきの場」



有無に差はみられないことを指摘したことと同様に，その内容についても学校規模による差はみ

られないといえる。さらに実施内容としては，教職員対象のものが最も多いことが指摘できる。

4－12．障害学生支援に対する意識と現状について

表21－1は，障害学生支援に対する意識と現状について，学校規模別，障害学生の在籍有無別，

障害学生支援対応の可否別，「気づき事例」の有無別，理解啓発活動実施経験の有無別に整理し

たものである。

全体では「障害学生支援に対するニーズは増加している」（65.4％），次いで「障害学生支援を

課題として把握している」（61.5％），「教職員間で障害学生支援の意識に差がある」（61.5％）と

いう回答比率が順に高かった。

これらの回答結果およびその傾向から，半数以上の学校において障害学生支援に対するニーズ
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表20 学校規模別にみた実施経験のある理解啓発活動

表21－1 障害学生支援に対する意識と現状



の増加やその必要性について理解されているといえる。しかし一方で，教職員間では支援に対す

る意識に依然として差があるということが，課題として把握されていることが明らかとなった。

また各項目間における連関性として，５％水準での有意差が見られたのは，学校規模別での

「高等教育機関は障害学生支援をすすめるべきである」（p＝0.038＜0.05）および支援対応可否別

での「障害学生支援の整備を進める予定はない」（p＝0.031＜0.05）という項目についてのみで

あった。

まず学校規模別における「高等教育機関は障害学生支援をすすめるべきである」という項目に

ついて，残差分析および百分率による比較を行ったところ，大規模校による回答が有意に多いこ

とが明らかとなった（表21－2）。これは表５「学校規模別にみた支援対応の可否」に示したこと

と同様に，大規模校では障害学生支援の推進の姿勢についてもより積極的な傾向にあるというこ

とが指摘できる。

そして支援対応可否別における「障害学生支援の整備を進める予定はない」という項目につい

て，残差分析および百分率による比較を行ったところ，支援対応が「不可能」な学校による回答

が有意に多いことが明らかとなった（表21－3）。したがって，障害学生支援について現在その対

応を「不可能」とする学校では，「可能」な学校と比較して，今後の障害学生支援の整備につい

てより消極的な姿勢にあることが指摘できる。

4－13．障害学生支援に関するニーズの多様化への

意識と現状について

表22は，障害学生支援に関するニーズの多様化への

意識と現状について，それぞれ学校規模別，障害学生

の在籍有無別，障害学生支援の対応可否別，学生に発

達障害を疑った「気づき事例」の有無別に整理したも

のである。まず全体としては，ニーズの多様化への意

識と現状として，「障害のある学生の障害種およびそ

の状態は多様化している」（65.4％）という回答比率

が最も高かった。次いで「多様化する障害について把
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表21－2 高等教育機関は障害学生支援をすすめるべきである 表21－3 障害学生支援の整備を進める予定はない

表22 ニーズの多様化への意識と現状



握することが難しい」（57.7％），「障害の有無に関わらず，学生全体について何らかの特別な支

援・配慮が必要な学生が増加している」（57.7％）という比率が高かった。また「障害の有無に

関わらず，学生全体について対人関係に問題をもつ学生が増加している」（53.8％），さらに「障

害の有無に関わらず，学生全体について学業上の問題をもつ学生が増加している」（50.0％），

「障害の有無に関わらず，学生全体について行動・情緒面に問題をもつ学生が増加している」

（50.0％）という項目についても，それぞれ半数以上の学校から回答を得た。

このように半数以上の学校で，障害の有無に関わらず特別な支援・配慮を要する，あるいは学

生生活における何らかの困難さを有する学生が増加していることが認識されている実態が明らか

となった。

さらに各項目間における連関性として，5％水準での有意差はいずれの項目についてもみられ

なかった。すなわち，ニーズの多様化への意識と現状について，学校規模，障害学生の在籍有無，

障害学生支援の対応可否，「気づき事例」の有無による差はみられず，同様の傾向にあると考え

られる。特に障害学生の在籍有無別において障害学生が在籍していないとする学校であっても，

障害の多様化および障害の有無に関わらず何らかの支援が必要な学生が増加しているという実感

をもつ学校が，障害学生が在籍している学校と同様に偏りなく存在しているということは注目す

べき結果である。このことから，障害の診断や申告の有無に関わらず，学生のもつ多様化する

「困り感」に沿った特別な支援・配慮として，障害学生支援の在り方について検討していくこと

が必要になると指摘できる。

4－14．障害学生支援に関して必要と考える連携について

表23は，障害学生支援を展

開するにあたり各校が必要と

考える連携について，それぞ

れ学校規模別，障害学生の在

籍有無別，障害学生支援の対

応可否別，理解啓発活動の実

施経験の有無別に，その意識

を整理したものである。全体

では「障害学生支援について

保護者との連携は必要である」

（88.5％），「障害学生支援に

ついて教職員間での連携は必

要である」（88.5％），次に「障害学生支援について障害学生本人との話し合いは必要である」
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表23 必要と考える連携
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を検討するうえで，共通する重要なポイントとなる。今後は特に，この「特別な教育的ニーズ」

への「気づき」を具体的な支援・配慮に結び付けていくことが，障害学生支援およびインクルー

シブな高等教育の展開の基礎を築くことにつながると考える。しかし現段階では，先にも示した

ように「気づき」が必ずしも「支援対応」につながっていないのである。ではその障壁となって

いるものは何か。次に教職員支援の必要性について検討する。

5－2．教職員支援の必要性

先に発達障害の気づきとして，学生に発達障害を疑った事例は多くの学校で把握されている一

方で，それが支援の充実および展開にはつながっていないことを指摘した。ここでは，それを阻

害する要因のひとつとして，教職員の障害学生支援に対する意識や理解の問題に注目したい。

まず表21－1に示した「障害学生支援に対する意識と現状」において，６割以上の学校で「障

害学生支援に対するニーズは増加している」（65.4％）と実感し，また「障害学生支援を課題と

して把握している」（61.5％）ことが明らかとなった。一方で，同様に６割以上の学校で「教職

員間で障害学生支援の意識に差がある」（61.5％）という現状にあることが指摘できた。

また表24に示した「障害学生支援の理解・啓発に対する意識」では，「教職員に対して障害学

生およびその支援への理解を促すべきである」（73.1％）という回答が最も多く，教職員の理解

啓発が多くの学校で求められていることが明らかとなった。

さらに表23に示した「障害学生支援に関して必要と考える連携」においても，「障害学生支援

について教職員間での連携は必要である」（88.5％）という回答が最も多い結果となった。

以上のことから，障害学生支援の展開において，教職員の理解啓発および教職員間の連携が必

要不可欠であり，学内においても最大の課題として把握・認識されていると理解できる。

これに関連して，障害学生支援に関する理解啓発活動の実施経験のある学校（全体の57.7％。

表11，表12，表13参照）では，教職員を対象にした理解啓発活動を中心に実施している（表20参

照。「学内における教員向けの各種講演・研修の実施」〔86.7％〕，「学外における各種講演・研修

等への教職員の派遣」〔46.7％〕）ことがわかる。この理解啓発活動については，学内で把握さ

れる障害学生支援に対する課題に沿って，対応が行われているものと評価できる。一方で，依然

として多くの学校で教職員間の理解や意識に差があることが問題とされている点に対しては，理

解啓発のあり方に課題があると考える。特に，表21－1において，半数近くの学校で「教職員を

支えるシステムがない」（44.4％）ことを指摘しているように，学内での解決には限界がある。

さらに表21－2および表21－3で示したように，学校規模により支援への積極性に差があることや，

既に支援対応が不可能と考える学校では今後の支援整備についても消極的であること，また本調

査の回収率の低さ（25％）からも考えられるように，学校間においても障害学生支援に対する理

解・意識には差があるのが現状である。では，その解決策をどこに求めていくか。今後は各校独
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自のプログラムに期するだけでなく，多くの高等教育機関に共通する課題解決として，障害学生

支援に関する学外を含めた包括的な教職員支援および理解啓発のあり方を見直さなければならな

い。障害学生支援の具体的内容についての充実以前に，支援体制の導入に至るまでの理解啓発が

改めて求められていることを最後に指摘したい。

（研究紀要編集部は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、

本原稿を本誌に掲載可とする判定を受理する。2013年４月19日付）
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